ぐるりんミニバス中山線の運行に係る運賃について
運賃等の案　（令和８年６月１日～）
運賃
１乗車２００円（小学生以下は無料）とする。
※身体障害者手帳若しくは療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を呈示した本人及びその介護人(1名まで)は、運賃を5割引とする。
田原市運転免許証自主返納者無料乗車券を呈示した本人は運賃を無料とする。
　
定期券
路線共通定期券　5,000円/月（１-６か月券購入可/運賃額は月数×5,000円）
※購入時に身体障害者手帳若しくは療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を呈示した本人及びその介護人(1名まで)は、運賃を３割引とする。

回数券
3,000円 （100円券40枚綴り）
※購入時に身体障害者手帳若しくは療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を呈示した本人及びその介護人(1名まで)は、運賃を５割引とする。

※上記については、いずれも現行の中山線と同額
※上記については、いずれも現行の表浜線及び市街地線を除くその他の路線と同額



運賃に関する意見募集期間および意見の提出方法
　・令和８年３月１４日（土曜日）から令和8年３月２７日（金曜日）正午まで
（ただし、提出方法によって期限が異なります。下記提出方法をご確認ください。）
　・様式は自由です。
　・送信などの際には【運賃意見】を書き、住所、氏名（ふりがな）、または団体名・団体の所在地・代表者氏名（ふりがな）、電話番号・電子メール等の連絡先を明記の上、次のいずれかの方法により提出してください。口頭、電話での意見はお受けできませんのでご了承ください。

　（提出方法）
・郵送（3月２７日までの消印有効）
・ファクス（3月２７日正午まで受信有効）
・持参（田原市役所北庁舎2階街づくり推進課まで、３月２７日正午までに持参のこと）
・電子メール（３月２７日正午までの受信有効）

【問い合わせ先】                                   
　田原市役所　都市建設部　街づくり推進課　公共交通係
　電話　：０５３１－２７－８６０３　／　ファクス：０５３１－２２－３８１１　
　Mail：machi@city.tahara.aichi.jp



